
 

千葉県よろず支援拠点伴走支援事業実施要領 

 

（事業の目的） 

第１条 本事業は、千葉県よろず支援拠点（以下「甲」という。）が、生産性向上、事業

継続、販路拡大等に対し意欲的に取り組む県内の中小企業者を対象に、経営者等との対

話と傾聴を通じて本質的な経営課題への気付きを与えることで企業の行動変容・自己変

革を促し、経営者による課題設定から課題解決に向けた自走化につなげる支援を実施す

ることを目的とする。 

 

（対象企業者） 

第２条 千葉県内に事業所を有し、下記（１）～（４）のすべてを満たしていること。 

（１）中小企業基本法第２条第１項で定義する中小企業者であること 

（２）経営者の成⾧志向及び事業展開の意欲が強いこと 

（３）甲と信頼関係を構築し、継続的に取り組む意思があること 

（４）甲の求めに応じて資料等の提示及び作成など、本事業の実施に必要な協力が行え

ること 

 

（支援対象取組） 

第３条 甲はチーフコーディネーターを中心に、中小企業者の目指す企業の姿及び発展の

ためのビジョンやミッションを実現するにあたって本質的な課題及び当面の課題などに

ついて言語化し、その認識を中小企業者と共有する。 

２ 前条第１項（１）～（４）を満たし、本事業による支援を希望する中小企業者（以

下「申請者」という）は、次の（１）～（４）いずれかの成⾧へ向けた取組みを実

施すること。 

（１）事業規模（売上高、経常利益、従業員数等）の前年対比増 

（２）販路拡大（海外展開、国内展開、マーケットシェア等） 

（３）資本面（資本金、株式上場、特許取得、新商品開発等）の増強 

（４）その他目指す取組 

３ 本事業による支援を受けることにより、前項に記載したいずれかの成⾧および成果

が期待でき、自走化につながること。 

 

（申請方法） 

第４条 申請者は、「千葉県よろず支援拠点伴走支援事業申請書」（様式第１号）に必要

事項を記入し、甲に提出する。 

 

 



 

（事業の採択・通知） 

第５条 事業の採択は、別に定める企業選定委員会において、申請書の内容に基づき、採

択の可否を判定し（条件等がある場合は付したうえで）採択者（以下「乙」という。）

へ通知する。なお、採択件数については、予算の定める範囲内とする。 

 

（支援内容） 

第６条 乙は次の支援を受けることができる。なお、甲による事業計画書等の作成、補助

金等の申請など実行支援は行いません。 

（１）乙の目指す姿を達成するための支援計画書等の作成支援 

（２）作成した支援計画書等の指標達成へ向けた定性目標の設定支援 

（３）乙の取組みに必要な各種連携支援 

（４）その他必要と認められる支援 

 

（支援期間） 

第７条 甲が乙に供する前条（１）～（４）の支援期間は、第５条により採択した日から

原則当該年度の2月28日までとする。なお、乙が支援の延⾧を希望し、かつチーフコー

ディネーターが継続して支援が必要と判断する場合は、支援期間の延⾧を妨げない。 

 

（採択の取消） 

第８条 乙が次のいずれかに該当する場合は、本事業による採択を取り消すものとする。 

 （１）申請内容に虚偽があると認められた場合 

 （２）採択に付した条件に違反した場合 

 （３）本事業の目的を達成できないと思われる事由がある場合 

 （４）重大な法令違反や公序良俗に反する又はその恐れのあることが認められる場合 

 （５）その他採択を取り消すべき重大な事由が生じた場合 

 

（遂行状況の報告等）  

第９条 甲は必要に応じて乙から事業の遂行状況等について報告を求め、または調査する

ことができる。  

２ 甲は、乙より提出のあった報告書等により、その事業が支援決定の内容に従って遂

行されていないと認められるときは、乙に対し、適正な事業執行を指示することが

できる。 

３ 甲は、乙が前項の指示に従わないときは、乙に対し当該支援事業の一時停止または

停止を指示することができる。 

 

 



 

（採択事業の公開） 

第１０条 甲は、本事業について、必要があると認められるときは、その事業の情報（乙

の名称、事業の概要等）を公開することができる。 

 

（成果発表等） 

第１１条 甲は、本事業により行った成果について、乙に対し、成果について発表させる

ことができる。 

 

（その他） 

第１２条 本事業の実施により乙等に不利益が生じた場合、甲は一切その責任を負わない

ものとする。 

 

（補則） 

第１３条 この要領に定めるもののほか、必要な事項についてはチーフコーディネーター

が別に定めるものとする。 

 

付則 

この要領は令和 5 年 6 月 26 日から施行する。 


